
は
じ
め
に

『
栄
花
物
語
』
は
ご
く
端
的
に
説
明
す
る
な
ら
ば
藤
原
道
長
が
政
権
を
掌
握
し
、
繁
栄
を
極

め
る
さ
ま
を
詳
細
に
描
く
歴
史
物
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
然
な
が
ら
そ
の
蔭
で
道
長
に
敗
れ

て
失
意
に
沈
む
人
々
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
姿
も
ま
た
活
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中

で
最
も
重
視
さ
れ
る
の
は
、
道
長
の
長
兄
・
道
隆
の
一
門
「
中
関
白
家
」
で
あ
ろ
う
。
特
に
道

隆
の
息
子
で
あ
る
伊
周
・
隆
家
、
道
隆
の
娘
で
一
条
天
皇
の
中
宮
と
な
っ
た
定
子
、
そ
し
て
定

子
が
産
ん
だ
親
王
・
内
親
王
た
ち
を
描
く
記
事
は
、
か
な
り
の
分
量
を
有
し
、
記
載
の
質
も
高

い
。『
栄
花
物
語
』
作
者
が
中
関
白
家
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

本
論
文
は
、『
栄
花
物
語
』
の
中
関
白
家
の
描
写
を
抽
出
・
分
析
し
、
そ
の
叙
述
に
見
ら
れ

る
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
『
栄
花
物
語
』
で
は
、
こ
の
中
関
白
家
に
関
し

て
書
か
れ
る
の
が
当
然
と
思
わ
れ
る
記
事
が
欠
落
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
そ
の
意
図
に
も
検

討
を
加
え
る
。
中
関
白
家
に
つ
い
て
「
書
か
れ
る
こ
と
」
と
「
書
か
れ
な
い
こ
と
」
の
双
方
を

考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
栄
花
物
語
』
の
歴
史
叙
述
の
方
向
性
の
一
つ
を
浮
か
び
上
が
ら

せ
て
み
た
い
と
考
え
る
。

た
だ
し
『
栄
花
物
語
』
は
、
正
編
（
巻
一
〜
三
十
）
と
続
編
（
巻
三
十
一
〜
四
十
）
で
は
、

成
立
時
期
も
作
者
も
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
今
回
の
歴
史
叙
述
の
検
討
に
お
い
て
は
正
編
の
み

を
取
り
扱
う
。

一

正
編
全
体
の
見
取
り
図

さ
て
、『
栄
花
物
語
』
正
編
は
約
百
四
十
年
の
歴
史
を
描
く
が
、
今
回
あ
ら
た
め
て
そ
の
正

編
全
体
を
見
わ
た
し
て
気
づ
か
さ
れ
た
の
は
、巻
ご
と
の
叙
述
範
囲
の
大
き
な
偏
り
で
あ
っ
た
。

以
下
そ
れ
を
表
に
し
た
も
の
を
参
照
さ
れ
た
い
。

『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
中
関
白
家

―
―
書
か
れ
る
こ
と
、
書
か
れ
な
い
こ
と
―
―

小

島

明

子

（
キ
ー
ワ
ー
ド：

王
朝
歴
史
物
語
、
人
物
造
型
、
歴
史
叙
述
、
頼
通
文
化
圏
、
執
筆
背
景
）

巻
頭
年
次

巻
末
年
次

叙
述
期
間

期
間
合
計

巻
一

八
八
七
年

九
七
二
年

一
月
約
八
十
五
年

計約
九
十
九
年

巻
二

九
七
二
年

九
月

九
八
六
年

六
月

十
四
年
十
か
月

巻
三

九
八
六
年

六
月

九
九
一
年

二
月

四
年
九
か
月

巻
四

九
九
一
年

二
月

九
九
六
年

三
月

五
年
一
か
月

巻
五

九
九
六
年

四
月

九
九
八
年
十
二
月

二
年
九
か
月

巻
六

九
九
九
年

冬

一
〇
〇
〇
年

七
月

十
か
月

巻
七

一
〇
〇
〇
年

八
月
一
〇
〇
二
年

八
月

二
年

巻
八

一
〇
〇
三
年

冬

一
〇
一
〇
年

七
年
余

巻
九

一
〇
一
一
年

六
月
一
〇
一
一
年

十
月

五
か
月

巻
十

一
〇
一
一
年

十
月
一
〇
一
三
年

三
月

一
年
六
か
月

巻
十
一

一
〇
一
三
年

四
月
一
〇
一
四
年

三
月

一
年

巻
十
二

一
〇
一
四
年

八
月
一
〇
一
七
年

四
月

二
年
九
か
月

巻
十
三

一
〇
一
七
年

四
月
一
〇
一
八
年

一
月

十
か
月

計約
三
十
三
年

巻
十
四

一
〇
一
八
年

二
月
一
〇
一
九
年

二
月

一
年

巻
十
五

一
〇
一
九
年

三
月
一
〇
一
九
年

十
月

八
か
月

巻
十
六

一
〇
一
九
年

四
月
一
〇
二
二
年

六
月

三
年
三
か
月

巻
十
七

一
〇
二
二
年

七
月
一
〇
二
二
年

七
月

三
日

巻
十
八

一
〇
二
二
年

八
月
一
〇
二
三
年

三
月

八
か
月

巻
十
九

一
〇
二
三
年

四
月
一
〇
二
三
年

八
月

五
か
月
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巻
一

三
十
九
年

巻
二

三
十
三
年

巻
三

十
九
年

巻
四

二
年

巻
五

十
四
年

巻
六

四
年

巻
七

九
年

巻
八

六
年

巻
九

三
年

巻
十

十
一
年

巻
十
一

十
八
年

巻
十
二

十
一
年

巻
十
三

七
年

巻
十
四

四
年

巻
十
五

六
年

巻
十
六

一
年

巻
十
七

半
年

第
一
ブ
ロ
ッ
ク
の
巻
一
・
二
は
、
巻
の
平
均
が
四
十
九
・
五
年
、
第
二
ブ
ロ
ッ
ク
の
巻
三
〜

十
四
は
巻
平
均
が
二
・
七
五
年
、
第
三
ブ
ロ
ッ
ク
の
巻
十
五
〜
三
十
は
巻
平
均
が
約
〇
・
五
六

年
と
著
し
い
差
異
が
あ
る
。『
栄
花
物
語
』
正
編
の
成
立
は
長
元
二
年
（
一
〇
二
九
）
〜
六
年

（
一
〇
三
三
）
の
間
と
さ
れ
る
（
注
1
）が
、
そ
の
時
点
か
ら
遠
い
巻
の
叙
述
は

概
的
な
も
の
で
あ
る

の
に
比
し
て
、
成
立
年
次
に
近
い
箇
所
は
き
わ
め
て
詳
細
な
も
の
と
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
見

て
取
れ
る
。

ち
な
み
に
、
第
一
ブ
ロ
ッ
ク
の
巻
一
は
第
五
十
九
代
宇
多
天
皇
か
ら
、
醍
醐
天
皇
、
朱
雀
天

皇
、
村
上
天
皇
、
冷
泉
天
皇
、
円
融
天
皇
ま
で
の
六
代
の
御
世
が
ご
く
簡
略
に
描
か
れ
、
巻
二

は
、
円
融
天
皇
に
関
す
る
残
り
の
記
事
か
ら
、
次
の
花
山
天
皇
の
御
世
に
繫
げ
る
。
も
っ
と
も

花
山
天
皇
の
在
位
は
き
わ
め
て
短
期
間
で
幕
が
閉
じ
ら
れ
、
第
六
十
六
代
一
条
天
皇
の
即
位
が

巻
末
に
置
か
れ
て
い
る
。

続
く
第
二
ブ
ロ
ッ
ク
の
巻
三
で
は
一
条
天
皇
の
外
祖
父
・
兼
家
の
摂
政
就
任
か
ら
始
ま
り
、

兼
家
の
子
息
の
一
人
と
し
て
道
長
も
物
語
世
界
に
初
め
て
単
独
で
紹
介
さ
れ
る
（
注
2
）。
こ
う
し
て
見

れ
ば
、
第
一
ブ
ロ
ッ
ク
は
道
長
登
場
前
史
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
第
二
ブ
ロ
ッ
ク
で

は
道
長
の
政
権
が
確
立
す
る
さ
ま
が
順
次
描
き
出
さ
れ
て
ゆ
き
、
道
長
の
三
女
威
子
が
長
女
彰

子
・
次
女

子
に
続
い
て
立
后
し
、
一
家
か
ら
三
后
が
立
つ
と
い
う
記
事
を
含
む
巻
十
四
に
至

る
。
つ
ま
り
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
道
長
の
権
力
基
盤
の
確
立
期
と
し
て
大
き
く
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

そ
し
て
第
三
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
権
力
を
掌
中
に
し
た
道
長
の
繁
栄
の
さ
ま
が
描
か
れ

る
。
と
同
時
に
、
そ
の
宗
教
生
活
に
軸
足
が
移
さ
れ
、
道
長
薨
去
を
配
し
た
巻
三
十
で
正
編
が

終
了
す
る
。な
お
、こ
の
第
三
ブ
ロ
ッ
ク
が
そ
れ
以
前
と
は
異
な
る
描
出
方
法
を
と
る
こ
と
は
、

夙
に
諸
氏
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
、
小
学
館
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
栄
花
物
語
①
』
解

説
は
こ
の
巻
十
五
〜
三
十
を
「
道
長
の
人
生
史
の
一
コ
マ
一
コ
マ
が
独
立
し
て
各
巻
を
形
作

り
、
出
来
事
の
細
部
の
肥
大
化
が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
」
と
ま
と
め
て
い
る
（
注
3
）。

こ
こ
で
参
考
ま
で
に
後
続
の
歴
史
物
語
を
眺
め
て
み
た
い
の
で
あ
る
が
、『
大
鏡
』『
今
鏡
』

が
紀
伝
体
で
描
か
れ
る
の
に
対
し
て
、『
栄
花
物
語
』
と
同
じ
編
年
体
を
採
用
し
た
『
増
鏡
』

に
お
い
て
は
巻
の
叙
述
範
囲
（
足
か
け
の
年
数
）
は
以
下
と
な
っ
て
い
る
（
注
4
）。

『
増
鏡
』
の
執
筆
年
次
は
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
六
月
以
降
、
永
和
二
年
（
一
三
七
六
）

四
月
以
前
の
間
で
研
究
者
に
よ
っ
て
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。『
増
鏡
』（
古
本
系
）

全
体
と
し
て
は
百
五
十
三
年
間
の
歴
史
を
叙
し
、
ほ
ぼ
『
栄
花
物
語
』
正
編
の
叙
述
期
間
と
等

し
い
。『
増
鏡
』
十
七
巻
で
平
均
す
れ
ば
一
巻
は
お
よ
そ
九
年
を
描
く
が
、
冒
頭
の
二
巻
（
巻

一
・
二
）
の
叙
述
範
囲
が
長
く
、
末
尾
の
二
巻
（
巻
十
六
・
巻
十
七
）
が
短
い
叙
述
範
囲
で
あ

る
の
は
『
栄
花
物
語
』
と
近
い
も
の
が
あ
る
。
た
だ
全
体
と
し
て
は
『
栄
花
物
語
』
の
よ
う
に

三
ブ
ロ
ッ
ク
に
大
別
さ
れ
る
よ
う
な
特
徴
は
な
く
、
巻
の
内
容
に
即
し
て
長
短
が
あ
る
と
い
う

程
度
の
ば
ら
つ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、『
増
鏡
』は
全
巻
を
通
し
て
穏
や
か
な
表
現
に
よ
っ

て
鎌
倉
時
代
の
宮
廷
生
活
を
淡
々
と
描
き
出
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
は
前
半
に
は

承
久
の
変
、
後
半
に
は
元
弘
の
変
が
あ
り
、
天
皇
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
公
家
社
会
が
大
き
な
変

化
を
遂
げ
て
い
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
が
あ
り
な
が
ら
、『
増
鏡
』
の
叙
述
は
そ
の
歴
史
的
事

実
に
見
合
う
ほ
ど
の
盛
り
上
が
り
を
作
り
得
て
い
る
か
、
い
さ
さ
か
疑
問
な
の
で
あ
る
。

一
方
、
前
述
の
よ
う
に
『
栄
花
物
語
』
正
編
で
は
三
ブ
ロ
ッ
ク
そ
れ
ぞ
れ
に
叙
述
の
傾
向
が

異
な
る
。
そ
し
て
、『
栄
花
物
語
』
が
同
じ
編
年
体
の
歴
史
物
語
で
も
『
増
鏡
』
な
ど
と
異
な

る
個
性
を
生
み
出
す
の
は
、
第
二
ブ
ロ
ッ
ク
・
第
三
ブ
ロ
ッ
ク
に
拠
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
第
二
ブ
ロ
ッ
ク
（
巻
三
〜
十
四
）
に
お
い
て
は
、『
栄
花
物
語
』
が
『
紫
式
部
日
記
』

を
原
資
料
と
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
巻
八
「
は
つ
は
な
」
の
記
事
が
殊
に
示
唆
的
で
あ
ろ
う
。

こ
の
巻
の『
紫
式
部
日
記
』摂
取
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
近
年『
栄

花
物
語
』
の
新
伝
本
と
の
関
わ
り
で
、
道
長
女
の
中
宮
彰
子
が
敦
成
親
王
を
出
産
す
る
前
後
の

巻
二
十

一
〇
二
三
年

十
月
一
〇
二
三
年
十
一
月

二
か
月

巻
二
十
一
一
〇
二
三
年
十
二
月
一
〇
二
四
年

三
月

四
か
月

巻
二
十
二
一
〇
二
四
年

三
月
一
〇
二
四
年

六
月

四
か
月

巻
二
十
三
一
〇
二
四
年

九
月
一
〇
二
四
年
十
二
月

四
か
月

巻
二
十
四
一
〇
二
五
年

一
月
一
〇
二
五
年

三
月

二
か
月

巻
二
十
五
一
〇
二
五
年

三
月
一
〇
二
五
年

八
月

六
か
月

巻
二
十
六
一
〇
二
五
年

八
月
一
〇
二
五
年

八
月

一
か
月

巻
二
十
七
一
〇
二
五
年

八
月
一
〇
二
六
年

九
月

一
年
二
か
月

巻
二
十
八
一
〇
二
六
年

十
月
一
〇
二
七
年

四
月

七
か
月

巻
二
十
九
一
〇
二
七
年

四
月
一
〇
二
七
年

十
月

七
か
月

計

約
九
年

巻
三
十

一
〇
二
七
年

十
月
一
〇
二
八
年

二
月

五
か
月
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記
事
が
殊
に
注
目
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
注
5
）。

既
に
周
知
の
こ
と
な
が
ら
、
一
箇
所
の
み
『
栄
花
物
語
』
と
そ
の
原
資
料
と
な
っ
た
『
紫
式

部
日
記
』
を
並
べ
て
以
下
に
挙
げ
る
。
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
九
月
十
五
日
、
敦
成
親
王
の

五
日
の
産
養
を
記
す
箇
所
で
あ
る
。

『
栄
花
物
語
』
巻
八
「
は
つ
は
な
」〔
四
六
〕

「
女
房
、
盃
」
な
ど
あ
る
ほ
ど
に
、
い
か
が
は
な
ど
思
ひ
や
す
ら
は
る
。

め
づ
ら
し
き
光
さ
し
そ
ふ
盃
は
も
ち
な
が
ら
こ
そ
千
代
を
め
ぐ
ら
め

と
ぞ
、
紫
さ
さ
め
き
思
ふ
に
、
四
条
大
納
言

の
も
と
に
ゐ
た
ま
へ
ば
、
歌
よ
り
も

言
ひ
出
で
ん
ほ
ど
の
声
づ
か
ひ
、
恥
づ
か
し
さ
を
ぞ
思
ふ
べ
か
め
る
。

『
紫
式
部
日
記
』
当
該
箇
所
（
注
6
）

「
女
房
、
さ
か
づ
き
」
な
ど
あ
る
を
り
、
い
か
が
は
い
ふ
べ
き
な
ど
、
く
ち
ぐ
ち
思

ひ
こ
こ
ろ
み
る
。

め
づ
ら
し
き
光
さ
し
そ
ふ
さ
か
づ
き
は
も
ち
な
が
ら
こ
そ
千
代
を
め
ぐ
ら
め

「
四
条
の
大
納
言
に
さ
し
い
で
む
ほ
ど
、
歌
を
ば
さ
る
も
の
に
て
、
声
づ
か
ひ
、
用

意
い
る
べ
し
」
な
ど
、
さ
さ
め
き
あ
ら
そ
ふ
ほ
ど
に
、
こ
と
多
く
て
、
夜
い
た
う
ふ

け
ぬ
れ
ば
に
や
、
と
り
わ
き
て
も
指
さ
で
ま
か
で
た
ま
ふ
。

一
人
称
で
語
ら
れ
る
『
紫
式
部
日
記
』
が
、
紫
式
部
が
「
紫
」
と
三
人
称
で
語
ら
れ
る
『
栄
花

物
語
』
へ
書
き
換
え
ら
れ
る
。『
紫
式
部
日
記
』
で
は
、
当
代
の
随
一
の
文
化
人
で
あ
る
四
条

大
納
言
・
公
任
の
前
で
歌
を
提
示
す
る
に
あ
た
り
、
歌
そ
の
も
の
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
「
声
づ

か
ひ
」
に
気
後
れ
し
て
い
る
の
が
複
数
の
女
房
た
ち
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
栄
花
物
語
』
で

描
か
れ
て
い
る
の
は
「
紫
」
一
人
で
あ
る
。
む
ろ
ん
彰
子
の
代
表
的
な
女
房
と
し
て
紫
式
部
は

物
語
世
界
に
登
場
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
公
任
の
存
在
に
臆
す
る
そ
の
姿
は
少
な

か
ら
ず
矮
小
化
さ
れ
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

紫
式
部
の
没
年
は
未
詳
で
あ
る
が
、『
栄
花
物
語
』
正
編
が
作
ら
れ
た
時
期
に
は
、
仮
に
存

命
で
あ
っ
て
も
そ
の
晩
年
に
あ
た
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
宮
仕
え
か
ら
も
引
退
し
て
い
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
条
件
が
、
か
の
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
で
あ
る
紫
式
部
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
を
相
対
化
し
て
描
く
こ
と
を
可
能
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
ブ
ロ
ッ
ク
の
『
栄
花
物

語
』
記
事
は
、
原
資
料
を
か
な
り
自
在
に
「
加
工
」
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
も
う
一
例
、
第
二
ブ
ロ
ッ
ク
の
記
事
を
見
た
い
。
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
十
月
十

六
日
、
皇
太
后

子
、
中
宮
威
子
の
宣
旨
が
出
て
、
太
皇
太
后
と
な
っ
て
い
た
彰
子
を
含
め
、

道
長
の
三
人
の
女
が
立
后
す
る
と
い
う
歴
史
的
に
も
画
期
的
な
く
だ
り
で
、『
栄
花
物
語
』
で

は
巻
十
四
「
あ
さ
み
ど
り
」〔
一
六
〕
に
位
置
す
る
。

寛
仁
二
年
十
月
十
六
日
、
従
三
位
藤
原
威
子
を
中
宮
と
聞
え
さ
す
。
ゐ
さ
せ
た
ま
ふ
ほ

ど
の
儀
式
有
様
、
さ
き
ざ
き
の
同
じ
こ
と
な
り
。
も
と
の
中
宮
（＝

子
）
を
ば
皇
太
后

宮
と
聞
え
さ
す
。
尚
侍
に
は
、
弟
姫
君
（＝

嬉
子
）
な
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
中
宮
大
夫
に
は

法
住
寺
の
太
政
大
臣
（＝

為
光
）
の
御
子
の
大
納
言
の
君
（＝

斉
信
）
な
り
た
ま
ひ
ぬ
。

権
大
夫
に
は
権
中
納
言
の
君
（＝

能
信
）
な
り
た
ま
ひ
ぬ
。
次
々
の
宮
司
、
さ
き
ざ
き
の

や
う
に
競
ひ
望
む
人
多
か
る
べ
し
。
今
は
こ
た
い
の
こ
と
な
れ
ど
。

か
く
て
后
三
人
お
は
し
ま
す
こ
と
を
、
世
に
め
づ
ら
し
き
こ
と
に
て
、
殿
の
御
幸
ひ
こ

の
世
は
こ
と
に
見
え
さ
せ
た
ま
ふ
。
こ
の
御
前
た
ち
の
お
は
し
ま
し
集
ま
ら
せ
た
ま
へ
る

を
り
は
、
た
だ
今
も
の
見
知
り
、
古
の
こ
と
お
ぼ
え
た
ら
む
人
に
、
物
の
狭
間
よ
り
か
い

ば
せ
た
て
ま
つ
ら
ば
や
と
ま
で
ぞ
、
思
さ
れ
け
る
。

煩
瑣
な
が
ら
全
文
を
引
い
た
が
、
こ
の
立
后
記
事
で
は
饗
宴
に
つ
い
て
の
記
事
が
皆
無
で
あ

る
。『
栄
花
物
語
』
記
事
は
、
立
后
に
伴
う
人
事
を
語
っ
た
後
、
道
長
の
幸
い
を
抽
象
的
に
賛

美
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
ほ
ど
詳
細
で
な
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
以
下
の『
小

右
記
』（
寛
仁
二
年
十
月
十
六
日
条
（
注
7
））
が
記
す
後
世
に
著
名
な
道
長
の
歌
も
書
き
留
め
ら
れ
る

こ
と
は
な
い
。

太
閤
招
呼
二

下
官
一

云
、
欲
レ

読
二

和
哥
一

、
必
可
レ

和
者
、
答
云
、
何
不
レ

奉
レ

和
乎
、
又
云
、

誇
た
る

哥
に
な
む

有
る

、
但
非
二

宿
構
者
一

、
此
世
乎
は

我
世
と
そ

思
望
月
乃

虧
た
る

事
も

無
と

思
ヘ
ハ

、
余

申
云
、
御
歌
優
美
也
、
無
レ

方
二

酬
答
一

、
満
座
只
可
レ

誦
二

此
御
哥
一

、
元
稹
菊
詩
、
居
易

不
レ

和
、
深
賞
歎
、
終
日
吟
詠
、
諸
卿
響
応
二

余
言
一

、
数
度
吟
詠
、
太
閤
和
解
、
殊
不
レ

責
レ

和
、
…
…

も
っ
と
も
『
御
堂
関
白
記
』（
寛
仁
二
年
十
月
十
六
日
条
（
注
8
））

も
ま
た
、
こ
れ
に
相
当
す
る
く
だ

り
は
次
の
よ
う
に
実
に
あ
っ
さ
り
と
記
す
の
み
で
あ
っ
た
。

又
階
下
召
二

伶
人
一

数
曲
、
数
献
之
後
給
レ

禄
、
大
褂
一
重
、
於
■
此
余
読
二

和
哥
一

、
人
々

詠
レ

之
、
事
了
分
散
、
…
…

『
栄
花
物
語
』
が
こ
の
箇
所
の
『
小
右
記
』
を
参
照
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
か
は
不
明

で
あ
る
が
、満
座
の
中
で
詠
ま
れ
た
道
長
の
歌
に
つ
い
て
、そ
れ
が
書
承
で
あ
れ
口
承
で
あ
れ
、

そ
の
存
在
あ
る
い
は
歌
句
を
知
る
こ
と
が
皆
無
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
一
般
に
は
記
事

の
中
に
和
歌
を
採
用
す
る
こ
と
を
好
む『
栄
花
物
語
』が
こ
の
道
長
歌
を
採
ら
な
か
っ
た
の
は
、

書
き
残
す
こ
と
を
躊
躇
す
る
理
由
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
あ
ま
ね
く
人
々
を
思
い
や

り
、
人
々
に
愛
さ
れ
つ
つ
、
人
臣
最
高
の
身
位
と
政
治
的
な
力
を
得
た
道
長
像
を
描
き
出
す
の

が
『
栄
花
物
語
』
で
あ
る
。『
小
右
記
』
が
記
す
道
長
の
歌
は
、『
栄
花
物
語
』
の
作
者
に
は
そ

の
人
物
造
型
に
齟
齬
す
る
も
の
を
含
む
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
る
（
注
9
）。

こ
こ
ま
で
第
二
ブ
ロ
ッ
ク
の
二
箇
所
を
取
り
上
げ
た
が
、
先
の
巻
八
「
は
つ
は
な
」
に
関
し

『栄花物語』における中関白家 ――書かれること、書かれないこと――
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て
は
原
資
料
『
紫
式
部
日
記
』
の
「
加
工
」
と
い
う
点
に
言
及
し
、
巻
十
四
「
あ
さ
み
ど
り
」

に
つ
い
て
は
「
取
捨
選
択
」
が
な
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
点
を
確
認
し
た
。
原
資
料
が
今
日
ま
で

現
存
し
て
い
る
場
合
、
同
一
の
行
事
を
書
き
記
す
資
料
に
恵
ま
れ
た
場
合
と
い
う
限
ら
れ
た
条

件
下
の
『
栄
花
物
語
』
記
事
を
取
り
上
げ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
同
様
の
原

資
料
の
扱
い
が
他
の
箇
所
に
も
散
見
し
た
と
類
推
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
と
ま
さ
し
く
対
照
的
な
傾
向
が
第
三
ブ
ロ
ッ
ク
（
巻
十
五
〜
三
十
）
で
指
摘

で
き
る
。
例
え
ば
、
巻
二
十
四
「
わ
か
ば
え
」
は
、
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
正
月
二
十
三
日

の
中
宮

子
大
饗
を
詳
細
に
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
次
の
よ
う
な
奇
妙
な
記

事
が
割
り
込
ん
で
い
る
。

ま
こ
と
や
、
弁
の
乳
母
の
姪
こ
そ
は
今
日
や
が
て
大
人
に
な
さ
せ
た
ま
へ
ば
、
殿
ば
ら

な
ど
参
り
集
ま
り
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
ま
づ
中
宮
大
夫
殿
（＝

斉
信
）
は
、
台
盤
所
の
方
よ

り
入
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
裳
の
腰
結
は
せ
た
ま
ひ
け
り
。〔
一
三
〕

弁
の
乳
母
は

子
と
三
条
天
皇
の
間
に
誕
生
し
た
禎
子
内
親
王
の
乳
母
で
あ
る
が
、
そ
の
姪
と

い
う
、
身
分
も
さ
ほ
ど
高
い
わ
け
で
も
、
こ
の
大
饗
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
わ
け
で

も
な
い
女
性
の
裳
着
の
記
事
が
途
中
に
配
さ
れ
、
大
饗
記
事
が
一
時
的
に
中
断
さ
せ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
記
事
が
こ
こ
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
文
学
的
意
図
を
汲
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
。

ま
た
今
一
つ
、
万
寿
四
年
（
一
〇
二
七
）
三
月
、
禎
子
内
親
王
が
東
宮
・
敦
良
親
王
に
入
侍

す
る
巻
二
十
八
「
わ
か
み
づ
」
の
記
事
を
挙
げ
る
。

○
（
禎
子
内
親
王
は
）
上
ら
せ
た
ま
へ
ど
、
動
き
も
せ
さ
せ
た
ま
は
ね
ば
、
上
出
で
さ
せ

た
ま
ひ
て
、
御
帳
の
内
に
か
き
抱
き
て
入
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。〔
一
三
〕

○
四
月
九
日
に
ぞ
、
上
こ
の
御
方
へ
渡
り
は
じ
め
さ
せ
た
ま
ふ
べ
か
り
け
る
。
…
…
上
の

女
房
、
女
官
、
下
仕
な
ど
ま
で
の
こ
と
、
さ
き
ざ
き
の
御
有
様
な
る
べ
し
。〔
一
七
〕

数
箇
所
に
「
上
」
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
文
脈
か
ら
言
っ
て
万
寿
四
年
時
点
の
天

皇
で
あ
る
後
一
条
で
は
な
く
、
東
宮
・
敦
良
親
王
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
は
、

東
宮
が
即
位
し
て
後
に
書
か
れ
た
禎
子
内
親
王
入
侍
の
記
録
、
あ
る
い
は
東
宮
を
「
上
」
と
呼

ん
で
い
た
記
録
、
こ
う
し
た
原
資
料
を
『
栄
花
物
語
』
は
そ
の
ま
ま
取
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
と

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
頭
注
は
指
摘
す
る
。

第
三
ブ
ロ
ッ
ク
で
は
、
こ
れ
ら
の
よ
う
に
原
資
料
が
十
分
に
「
加
工
」
あ
る
い
は
「
取
捨
選

択
」
と
い
う
一
種
の
咀
嚼
を
経
る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
『
栄
花
物
語
』
の
中
に
埋
め
込
ま
れ

た
箇
所
が
か
な
り
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
巻
々
が
、
一
巻
の
叙
述
範
囲
が

き
わ
め
て
短
く
、
諸
行
事
を
微
に
入
り
細
に
入
り
描
写
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
箇
所
が
相

当
数
に
及
ん
だ
こ
と
に
拠
る
と
考
え
れ
ば
頷
け
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。

以
上
、『
栄
花
物
語
』
の
三
ブ
ロ
ッ
ク
の
内
、
特
に
第
二
・
第
三
ブ
ロ
ッ
ク
の
そ
れ
ぞ
れ
の

特
徴
を
概
観
し
た
が
、
そ
の
差
異
の
要
因
は
や
は
り
『
栄
花
物
語
』
が
書
か
れ
た
時
期
か
ら
の

年
次
の
隔
た
り
で
あ
る
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
原
資
料
の
作
者
、
あ
る
い
は
原
資
料
の

提
供
者
へ
の
気
遣
い
・
遠
慮
の
多
寡
は
、『
栄
花
物
語
』
の
叙
述
を
大
き
く
規
定
す
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
と
言
え
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
次
章
以
降
、
中
関
白
家
の
描
写
の
検
討
に

移
る
こ
と
に
す
る
。

二

描
か
れ
る
中
関
白
家
―
―
物
語
の
時
間
操
作

中
関
白
家
の
人
々
の
人
物
造
型
に
つ
い
て
は
、
以
前
に
拙
稿
「『
栄
花
物
語
』
の
叙
述
方
法

―
道
長
政
権
成
立
ま
で
の
道
筋
―
」（『
鳴
門
教
育
大
学
紀
要
』
三
十
四
巻
、
二
〇
一
九
年
三

月
）
で
道
隆
と
そ
の
男
・
伊
周
を
中
心
に
そ
の
特
徴
に
言
及
し
て
い
る
た
め
、
本
稿
は
そ
れ
と

は
異
な
る
視
点
か
ら
分
析
す
る
。
ち
な
み
に
『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
中
関
白
家
の
記
事
は
、

大
多
数
が
前
章
で
示
し
た
第
二
ブ
ロ
ッ
ク
に
位
置
し
て
い
る
。

ま
ず
、
長
徳
二
年
（
九
九
六
）
〜
四
年
（
九
九
八
）
を
叙
述
範
囲
と
す
る
巻
五
「
浦
々
の
別

れ
」
を
取
り
上
げ
る
が
、
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
関
白
道
隆
が
四
十
三
歳
で
薨
去
し
た
こ
と
が

前
巻
で
描
か
れ
、
当
該
の
巻
五
に
続
い
て
い
る
。
長
徳
二
年
に
伊
周（
二
十
四
歳
）・
隆
家（
十

八
歳
）
に
配
流
の
処
分
が
下
る
と
い
う
著
名
な
箇
所
で
あ
る
。『
栄
花
物
語
』
で
は
そ
の
罪
名

と
し
て
、
花
山
法
皇
を
射
た
こ
と
（
注
10
）、

一
条
天
皇
の
母
女
院
・
詮
子
を
呪
詛
し
た
こ
と
、
私
に
太

元
帥
法
を
行
っ
た
こ
と
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
配
流
関
係
記
事
に
つ
い
て
『
栄
花
物
語
』
で
は
独
自
の
時
間
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。

『
小
右
記
』
な
ど
の

歴
史
資
料

『
栄
花
物
語
』

検
非
違
使
、
二
条
第
を
包
囲

四
月
二
十
四
日

四
月
二
十
二
日

伊
周
・
隆
家
に
配
流
の
宣
命
が
下
る

四
月
二
十
四
日

四
月
二
十
二
日

伊
周
、
逃
亡

四
月
三
十
日
（
逃
亡
）

五
月

一
日
（
発
覚
）

四
月
二
十
二
日

夜

二
条
第
を
検
非
違
使
が
捜
索

五
月

一
日

四
月
二
十
三
日

中
宮
定
子
、
自
ら
出
家

五
月

一
日

四
月
二
十
四
日

（
伊
周
・
隆
家
出
立
後
）

伊
周
、
帰
宅

五
月

四
日

四
月
二
十
三
日

夕

伊
周
・
隆
家
、
配
所
に
出
立

五
月

四
日

四
月
二
十
四
日

小 島 明 子
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既
に
検
討
が
な
さ
れ
て
は
い
る
（
注
11
）が

、
稿
者
な
り
に
整
理
す
る
た
め
、『
小
右
記
』
な
ど
で
確
認

さ
れ
る
歴
史
的
事
実
と
『
栄
花
物
語
』
を
対
比
さ
せ
た
も
の
が
前
ペ
ー
ジ
の
表
で
あ
る
。

史
実
で
は
、
検
非
違
使
が
二
条
第
を
包
囲
し
て
か
ら
、
伊
周
・
隆
家
が
配
所
に
出
発
す
る
ま

で
お
よ
そ
十
日
と
い
さ
さ
か
間
が
空
く
の
で
あ
る
が
、『
栄
花
物
語
』
は
そ
れ
を
三
日
に
圧
縮

し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
配
流
は
史
実
に
比
し
て
よ
り
緊
迫
し
た
時
間
経
過
の
事
態
と
し
て
物

語
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
こ
の
中
で
、
伊
周
・
隆
家
と
母
を
同
じ
く
す
る
中
宮
定
子
は
自
ら
出
家
す
る
。
た
だ

し
、
史
実
で
は
検
非
違
使
が
二
条
第
を
捜
索
す
る
中
で
髪
を
切
る
の
だ
が
、『
栄
花
物
語
』
で

は
伊
周
・
隆
家
が
各
々
の
配
所
に
向
け
て
出
立
し
て
か
ら
出
家
し
た
と
い
う
展
開
に
変
え
ら
れ

て
い
る
。
単
独
で
は
推
測
し
に
く
い
が
、
両
者
を
比
較
し
て
み
る
と
、
定
子
出
家
の
意
味
の
相

違
が
お
ぼ
ろ
げ
に
透
け
て
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
え
る
。
史
実
通
り
な
ら
ば
、
身
分
賤
し
き
検

非
違
使
が
事
も
あ
ろ
う
に
中
宮
の
住
ま
う
二
条
第
に
踏
み
込
む
無
礼
へ
の
定
子
の
強
い
抗
議
の

思
い
が
感
じ
ら
れ
る
。
む
ろ
ん
そ
う
し
た
事
態
を
引
き
起
こ
す
に
至
っ
た
運
命
へ
の
絶
望
も
そ

こ
に
は
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
比
し
て
、『
栄
花
物
語
』
で
こ
の
く
だ
り
を
読
む
場
合
は
、
父
の
薨

去
後
、
後
見
と
頼
む
同
母
兄
弟
を
失
う
定
子
の
心
細
さ
、
悲
嘆
の
方
が
強
調
さ
れ
て
く
る
。
定

子
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
線
の
細
い
女
性
と
し
て
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
伊
周
・
隆
家
の
帰
京
に
つ
い
て
史
実
と
物
語
の
相
違
を
確
認
す
る
と
、
上
段
の
表
の

よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

こ
れ
も
一
言
で
言
え
ば
、
先
の
箇
所
と
同
じ
く
時
間
の
経
過
の
圧
縮
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
み

に
留
ま
ら
ず
、
出
来
事
の
因
果
関
係
に
も
大
き
な
改
変
が
見
ら
れ
る
。
史
実
で
は
伊
周
・
隆
家

が
召
還
さ
れ
た
の
は
、
女
院
詮
子
の
病
気
平
癒
を
祈
る
恩
赦
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、『
栄
花
物

語
』
は
、
召
還
の
理
由
を
中
宮
定
子
が
敦
康
親
王
を
産
ん
だ
こ
と
と
設
定
し
、
大
き
く
物
語
化

を
な
し
て
い
る
。

こ
の
恩
赦
が
決
ま
る
く
だ
り
の
『
栄
花
物
語
』
巻
五
「
浦
々
の
別
れ
」〔
四
五
〕
は
以
下
で

あ
る
。（

一
条
天
皇
は
）
か
か
る
ほ
ど
に
、
今
宮
（＝

敦
康
親
王
）
の
御
事
の
い
と
い
た
は
し
け

れ
ば
、
い
と
や
む
ご
と
な
く
思
さ
る
る
ま
ま
に
、「
い
か
で
今
は
こ
の
御
事
の
験
に
旅
人

を
」と
の
み
思
し
め
し
て
、つ
ね
に
女
院
と
上
の
御
前
と
語
ら
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
て
、

殿
（＝

道
長
）
に
も
か
や
う
に
ま
ね
び
き
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
ば
、「
げ
に
御
子
の
御
験
は

は
べ
ら
む
こ
そ
は
よ
か
ら
め
。
今
は
召
し
に
遣
は
さ
せ
た
ま
へ
か
し
」
な
ど
、
奏
し
た
ま

へ
ば
、
上
い
み
じ
う
う
れ
し
う
思
し
め
し
な
が
ら
、「
さ
は
さ
る
べ
き
や
う
に
と
も
か
く

も
」
と
の
ど
や
か
に
仰
せ
ら
る
。

敦
康
親
王
の
父
・
一
条
天
皇
と
天
皇
の
母
女
院
だ
け
で
な
く
、
道
長
ま
で
も
、
定
子
が
敦
康
親

王
を
産
ん
だ
「
御
験
」
に
伊
周
・
隆
家
を
召
還
さ
せ
る
こ
と
に
積
極
的
に
同
意
す
る
発
言
を
な

し
て
い
る
。
時
間
経
過
の
入
れ
替
え
を
な
す
こ
と
に
伴
っ
て
道
長
の
発
言
が
創
作
さ
れ
、「
敵

対
し
て
い
た
中
関
白
家
の
人
々
に
も
寛
大
な
道
長
」
と
い
う
人
物
造
型
が
強
い
裏
付
け
を
も
っ

て
物
語
世
界
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
巻
五
「
浦
々
の
別
れ
」
と
は
異
な
り
、
こ
れ
ま
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た

巻
七
「
と
り
べ
野
」
に
目
を
向
け
る
。
こ
の
巻
は
、
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
〜
四
年
（
一
〇

〇
二
）
叙
述
範
囲
と
し
、
前
巻
の
巻
六
「
か
か
や
く
藤
壺
」
に
お
い
て
、
道
長
女
彰
子
が
一
条

天
皇
に
入
内
、
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
三
月
に
女
御
彰
子
が
中
宮
、
中
宮
定
子
は
皇
后
と
な

り
、
一
帝
二
后
並
立
の
状
態
が
出
現
す
る
と
い
う
記
事
を
受
け
て
い
る
。
巻
七
「
と
り
べ
野
」

に
含
ま
れ
る
記
事
の
主
要
な
も
の
と
歴
史
資
料
を
対
照
さ
せ
た
も
の
が
次
の
表
で
あ
る
。

『
小
右
記
』
な
ど
の
歴
史
資
料

『
栄
花
物
語
』

長
徳
三
年
（
九
九
七
）

三
月
二
十
五
日
女
院
詮
子
の
病
平
癒
を

祈
り
、
非
常
の
恩
赦

四
月
五
日

伊
周
・
隆
家
召
還
の
宣

旨
下
る

四
月
二
十
二
日
隆
家
、
入
京

十
二
月

伊
周
、
入
京

長
徳
四
年
（
九
九
八
）
中
宮
定
子
、
敦
康

親
王
出
産

三
月

四
月

伊
周
・
隆
家
召
還

の
宣
旨
下
る

五
月
三
四
日
隆
家
、
入
京

十
二
月

伊
周
、
入
京

長
保
元
年
（
九
九
九
）

十
一
月
七
日

中
宮
定
子
、
敦
康
親
王

出
産

『
小
右
記
』
な
ど
の
歴
史
資
料

『
栄
花
物
語
』

長
保
二
年

（
一
〇
〇
〇
）
夏

道
長
、
病
悩

七
月

道
綱
室
、
出
産
・
逝
去

十
二
月

定
子
、
�
子
出
産
、
崩
御

十
二
月

定
子
、
�
子
出
産
、
崩
御

『栄花物語』における中関白家 ――書かれること、書かれないこと――
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『
栄
花
物
語
』
巻
七
「
と
り
べ
野
」
の
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
記
事
は
、
十
二
月
に
定
子

が
�
子
内
親
王
を
出
産
、そ
の
ま
ま
崩
御
に
至
る
記
事
か
ら
始
ま
り
、一
条
天
皇
を
は
じ
め
人
々

の
嘆
き
が
詳
細
に
記
さ
れ
る
。
史
実
で
は
同
年
夏
の
道
長
の
病
悩
（
波
線
を
付
す
）、
同
年
七

月
の
道
綱
室
の
出
産
・
逝
去（
二
重
傍
線
を
付
す
）は
、
表
に
示
し
た
よ
う
に
翌
長
保
三
年（
一

〇
〇
一
）
に
移
さ
れ
て
記
載
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
巻
七
が
描
く
長
保
二
年
は
、
定
子
追
悼
の
記

事
に
焦
点
が
絞
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

続
く
長
保
三
年
で
『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
道
長
の
異
母
妹
・
綏
子
（
居

貞
親
王
女
御
）
の
薨
去
記
事
で
あ
る
。
史
実
で
は
綏
子
が
世
を
去
っ
た
の
は
寛
弘
元
年
（
一
〇

〇
四
）
二
月
（
網
掛
け
部
に
示
す
）
で
、
今
少
し
後
年
で
あ
る
。『
栄
花
物
語
』
で
は
、
道
長

が
病
と
な
っ
て
綏
子
邸
に
転
居
し
た
と
こ
ろ
平
癒
す
る
と
い
う
流
れ
が
作
ら
れ
、
そ
の
邸
の
持

ち
主
は
も
は
や
亡
く
な
っ
て
い
る
と
説
明
づ
け
て
、
綏
子
の
薨
去
が
こ
の
位
置
に
配
さ
れ
た
と

思
し
い
。
あ
る
一
つ
の
記
事
に
関
連
す
る
別
の
事
柄
が
、
本
来
の
年
次
を
外
れ
て
物
語
世
界
に

呼
び
込
ま
れ
記
載
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
明
ら
か
に
わ
か
る
好
例
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
長
保
三
年
で
は
、
詮
子
に
関
わ
る
三
つ
の
大
き
な
行
事
が
史
実
で
は
「
法
華
八

講
」「
四
十
の
賀
」「
石
山
詣
」
の
順
に
展
開
す
る
が
、
そ
れ
も
『
栄
花
物
語
』
で
「
石
山
詣
」

「
法
華
八
講
」「
四
十
の
賀
」
の
順
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
非
常
に
些
細
な
改
変
で
は
あ
る
が
、

『
栄
花
物
語
』
で
は
「
石
山
詣
」
に
お
い
て
、
残
り
少
な
い
寿
命
を
自
覚
し
て
嘆
く
詮
子
の
姿

が
描
か
れ
、
一
転
、「
法
華
八
講
」「
四
十
の
賀
」
で
最
後
と
な
る
輝
か
し
い
盛
事
の
中
に
詮
子

の
姿
が
書
き
留
め
ら
れ
る
。
道
長
栄
花
の
実
現
に
功
績
甚
大
で
あ
っ
た
同
母
姉
・
詮
子
は
、
荘

厳
さ
れ
た
上
で
世
を
去
る
と
い
う
構
成
を
物
語
は
仕
組
む
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
歴
史
的
に
は
長
保
四
年
（
一
〇
〇
二
）
に
、
道
隆
の
二
人
の
女
が
相
次
い
で
世
を

去
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
『
栄
花
物
語
』
は
、
次
女
の
原
子
（
居
貞
親
王
女
御
）
の
逝
去
の
み

を
巻
七
末
に
描
き
、
四
女
御
匣
殿
の
逝
去
記
事
は
巻
八
の
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
を
描
く
箇

所
に
移
し
て
い
る
。
御
匣
殿
は
、
姉
・
定
子
が
残
し
た
脩
子
内
親
王
・
敦
康
親
王
・
�
子
内
親

王
の
母
代
の
役
目
を
果
た
し
、
や
が
て
一
条
天
皇
の
寵
を
受
け
懐
妊
し
た
が
、
産
み
月
に
至
ら

ず
世
を
去
る
と
い
う
生
涯
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
顚
末
を
長
保
四
年
に
描
く
こ
と
は
、『
栄

花
物
語
』作
者
に
と
っ
て
躊
躇
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
巻
七「
と

り
べ
野
」
は
、
一
条
天
皇
に
と
っ
て
掛
け
替
え
の
な
い
后
・
定
子
と
母
・
詮
子
の
二
人
の
崩
御

を
哀
切
に
描
く
こ
と
に
終
始
し
た
い
と
こ
ろ
で
、
一
条
天
皇
の
か
り
そ
め
の
寵
愛
を
受
け
た
御

匣
殿
の
死
は
、
少
な
く
と
も
巻
七
に
お
い
て
は
夾
雑
物
で
あ
り
、
他
の
巻
に
移
さ
れ
た
の
も
無

理
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
巻
七
「
と
り
べ
野
」
を
見
て
く
る
と
、
こ
の
巻
は
巻
五
「
浦
々
の
別
れ
」
と
ま
さ

し
く
重
な
る
方
法
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
出
来
事
の
進
行
時
間
の
圧
縮

や
、
時
間
経
緯
の
入
れ
替
え
は
、『
栄
花
物
語
』
の
顕
著
な
手
法
と
言
え
る
が
、
巻
五
・
巻
七

の
中
関
白
家
の
描
写
に
お
い
て
、
道
隆
亡
き
後
の
一
家
の
悲
し
い
運
命
を
よ
り
劇
的
に
物
語
化

す
る
こ
と
に
大
き
な
効
果
を
上
げ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

三

書
か
れ
な
か
っ
た
中
関
白
家

実
を
言
え
ば
『
栄
花
物
語
』
の
中
で
政
治
的
な
敗
者
は
中
関
白
家
の
み
で
は
な
く
、
こ
れ
ら

の
敗
者
は
物
の
怪
（
邪
気
）
と
し
て
繰
り
返
し
物
語
に
登
場
し
て
い
る
（
注
12
）。

ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の

は
藤
原
元
方
で
、
そ
の
女
祐
姫
が
村
上
天
皇
の
第
一
皇
子
・
広
平
親
王
を
産
む
も
の
の
、
九
条

流
の
藤
原
師
輔
の
女
・
安
子
か
ら
第
二
皇
子
・
憲
平
親
王
が
誕
生
し
、
冷
泉
天
皇
と
し
て
即

位
、
元
方
は
失
意
の
ま
ま
死
去
す
る
。
そ
の
後
、
次
の
場
面
で
三
度
、
物
の
怪
と
し
て
姿
を
現

す
こ
と
に
な
る
。

〇
憲
平
親
王
、
物
の
怪
に
苦
し
む
（
巻
一
〔
二
五
〕）

〇
憲
平
親
王
の
母
・
安
子
、
選
子
内
親
王
出
産
、
病
悩
、
崩
御
（
巻
一
〔
三
六
〕）

〇
冷
泉
院
の
女
御
・
超
子
の
頓
死
（
巻
二
〔
三
五
〕）

ま
た
、藤
原
顕
光
・
延
子
の
父
娘
は
、さ
ら
に
強
力
な
物
の
怪
と
し
て
物
語
に
現
れ
て
い
る
。

延
子
は
三
条
天
皇
の
皇
子
・
東
宮
敦
明
親
王
の
女
御
で
あ
り
、
皇
子
に
も
恵
ま
れ
て
い
た
。
と

長
保
三
年

（
一
〇
〇
一
）

史
実：

寛
弘
元
年（
一
〇
〇
四
）

九
月

詮
子
、
法
華
八
講

十
月

詮
子
、
四
十
の
賀

十
月

詮
子
、
石
山
詣

閏
十
二
月

詮
子
、
病
悩

一
条
天
皇
、
行
幸

詮
子
、
崩
御

詮
子
、
�
子
を
引
き
取
る

綏
子
、
薨
去

夏

道
長
、
病
悩

綏
子
旧
邸
に
転
居
、
平
癒

道
綱
室
、
出
産
・
逝
去

九
月

詮
子
、
石
山
詣

九
月

詮
子
、
法
華
八
講

十
月

詮
子
、
四
十
の
賀

詮
子
、
参
内
と
退
出

十
二
月

詮
子
、
病
悩

一
条
天
皇
、
行
幸

詮
子
、
崩
御

長
保
四
年

（
一
〇
〇
二
）
六
月

道
隆
四
女
御
匣
殿
、
逝
去

八
月

道
隆
次
女
原
子
、
逝
去

巻
八
・
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）

八
月

道
隆
次
女
原
子
、
逝
去

小 島 明 子
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こ
ろ
が
、
後
一
条
天
皇
の
後
に
即
位
予
定
で
あ
っ
た
敦
明
親
王
は
突
然
東
宮
を
辞
し
、
東
宮
位

は
後
一
条
の
弟
・
敦
良
親
王（
の
ち
の
後
朱
雀
天
皇
）に
移
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
後
一
条
・

後
朱
雀
の
両
帝
は
道
長
の
女
彰
子
と
一
条
天
皇
の
間
に
生
ま
れ
た
皇
子
た
ち
で
、
顕
光
・
延
子

の
物
の
怪
は
以
下
の
場
面
で
執
拗
に
道
長
の
女
た
ち
に
憑
く
さ
ま
が
描
か
れ
る
。

〇
道
長
女
・
寛
子
の
病
悩
・
出
家
、
死
去
（
巻
二
十
五
〔
一
三
〕）

〇
道
長
女
・
尊
子
病
悩
（
巻
二
十
五
〔
一
四
〕）

〇
道
長
女
・
嬉
子
（
東
宮
敦
良
親
王
妃
）、
出
産
前
の
病
悩
（
巻
二
十
五
〔
二
四
〕）

〇
道
長
女
・
嬉
子
、
平
ら
か
に
親
仁
親
王
を
産
む
も
、
死
去
（
巻
二
十
六
〔
八
〕）

〇
道
長
女
・

子
病
悩
（
巻
二
十
九
〔
五
〕）

そ
の
他
、『
栄
花
物
語
』
に
は
正
体
不
明
の
物
の
怪
も
数
多
い
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
は
本

来
『
栄
花
物
語
』
の
人
物
の
内
、
最
も
物
の
怪
と
な
り
そ
う
な
中
関
白
家
の
人
々
は
意
外
に
少

な
い
の
で
あ
る
。
例
外
は
以
下
の
二
つ
の
場
面
で
あ
ろ
う
。

〇
巻
二
十
一
〔
三
〕〔
四
〕
教
通
室
出
産
、
死
去
の
場
面

貴
船
の
お
は
す
る
と
て
い
み
じ
う
恐
ろ
し
き
こ
と
あ
れ
ど
…
…
小
松
僧
都
（＝

隆
円
）

現
れ
て
「
こ
の
加
持
と
め
よ
」
…
…
殿
「
こ
の
物
の
怪
の
か
く
い
ふ
に
、
あ
る
や
う
や

は
あ
ら
ん
…
…
」

〇
巻
二
十
七
〔
四
五
〕
後
一
条
天
皇
の
病
悩
の
場
面

さ
ま
ざ
ま
の
御
物
の
怪
ど
も
い
み
じ
う
こ
は
し
。
関
白
殿
（＝

道
隆
）
わ
た
り
、
式

部
卿
宮
（＝

敦
康
親
王
）
さ
へ
出
で
た
ま
ひ
て
、
い
と
恐
ろ
し
き
こ
と
多
か
る
な
か

に
、
東
宮
の
御
乳
母
な
ど
の
貴
船
に
祈
り
申
し
た
る
な
ど
い
ふ
こ
と
さ
へ
御
物
の
怪
申

す
を
…
…

道
隆
、
そ
の
男
・
隆
円
、
定
子
が
産
ん
だ
敦
康
親
王
の
三
人
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
描
か
れ
る

の
は
一
度
限
り
で
あ
る
。
同
様
に
た
だ
一
度
の
出
現
と
い
う
こ
と
な
ら
、
道
長
女
・
嬉
子
（
東

宮
敦
良
親
王
妃
）
さ
え
以
下
の
よ
う
に
名
前
が
挙
が
る
場
面
が
見
出
せ
る
。

ま
た
督
の
殿
（＝

嬉
子
）
の
御
け
は
ひ
に
や
と
見
ゆ
る
も
さ
し
申
さ
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
上

の
御
前
（＝

倫
子
）
あ
は
れ
に
い
み
じ
う
泣
か
せ
た
ま
ふ
。（
巻
二
十
九
〔
五
〕）

嬉
子
が
物
の
怪
と
さ
れ
る
の
は
、
嬉
子
死
後
、

子
の
女
の
禎
子
内
親
王
が
そ
の
後

と
し
て

東
宮
敦
良
妃
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
ろ
う
。
こ
の
嬉
子
の
例
を
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
道
隆
・
隆

円
・
敦
康
親
王
の
物
の
怪
は
、
先
の
元
方
や
顕
光
・
延
子
の
父
娘
ほ
ど
に
は
遺
恨
を
含
ん
だ
存

在
と
は
さ
れ
て
い
な
い
と
言
え
よ
う
。

し
か
も
、
道
長
に
敗
れ
去
っ
た
当
の
伊
周
（
道
隆
男
）
や
、
所
生
の
敦
康
親
王
が
帝
位
に
即

く
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
定
子
が
物
の
怪
と
な
っ
た
描
写
は
、『
栄
花
物
語
』中
に
皆
無
で
あ
る
。

こ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。
ち
な
み
に
貴
族
日
記
に
は
、
物
の
怪
と
し
て
伊
周
が
現
れ
た
こ
と
を
記

す
記
事
は
少
な
か
ら
ず
あ
る
が
、
定
子
の
名
は
見
え
な
い
こ
と
を
倉
本
一
宏
氏
が
指
摘
す
る
（
注
13
）。

定
子
の
名
が
記
さ
れ
な
い
理
由
と
し
て
、
倉
本
氏
は
誰
も
が
わ
か
っ
て
い
る
名
前
で
あ
る
こ

と
、
ま
た
記
す
こ
と
が
怨
霊
化
に
繋
が
る
た
め
そ
れ
を
恐
れ
た
こ
と
の
二
点
を
挙
げ
て
い
る
。

前
述
の
拙
稿
で
論
じ
た
通
り
、『
栄
花
物
語
』に
お
け
る
伊
周
は
蔑
視
や
揶
揄
の
対
象
と
な
っ

て
い
て
、
物
の
怪
と
し
て
描
か
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
人
物
に
造
型
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、

定
子
に
対
す
る
描
写
を
確
認
す
る
と
丁
寧
で
手
厚
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
い
く
つ
か
の

例
を
以
下
に
挙
げ
て
お
く
。

〇
巻
五
「
浦
々
の
別
」〔
一
二
〕
一
条
天
皇
・
女
院
詮
子
、
定
子
を
気
遣
う
場
面

た
だ
な
ら
ぬ
御
有
様
に
、
か
く
さ
へ
な
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
る
こ
と
、
か
へ
す
が
へ
す
内

に
も
女
院
に
も
い
み
じ
う
聞
こ
し
め
し
お
ぼ
す
。

〇
巻
五
「
浦
々
の
別
」〔
二
一
〕
女
院
詮
子
、
定
子
の
出
産
を
気
遣
う
場
面

上
を
か
ぎ
り
な
く
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
御
ゆ
か
り
に
こ
そ
は
と
、
こ
と
わ
り
知

ら
れ
た
ま
ふ
。
い
み
じ
う
あ
は
れ
に
の
み
つ
ね
に
嘆
き
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
。

〇
巻
六
「
か
か
や
く
藤
壺
」〔
一
〇
〕
定
子
・
敦
康
親
王
ら
の
参
内
に
道
長
配
慮
の
場
面

一
の
宮
参
ら
せ
た
ま
ふ
御
迎
へ
に
と
て
、
大
殿
（＝

道
長
）
の
唐
の
御
車
を
ぞ
率
て

ま
ゐ
れ
る
、
そ
れ
に
宮
も
姫
君
も
や
が
て
奉
れ
る
。
…
…
殿
の
御
心
ざ
ま
あ
さ
ま
し

き
ま
で
あ
り
が
た
く
お
は
し
ま
す
を
、
世
に
め
で
た
き
こ
と
に
申
す
べ
し
。

〇
巻
七
「
と
り
べ
野
」〔
七
〕
定
子
の
遺
詠
の
場
面

（
三
首
の
歌
の
提
示
）

〇
巻
七
「
と
り
べ
野
」〔
八
〕
定
子
葬
送
の
場
面

（
定
子
の
兄
弟
の
歌
三
首
・
一
条
天
皇
の
歌
一
首
の
提
示
）

た
だ
し
、
巻
六
「
か
か
や
く
藤
壺
」〔
一
〇
〕
の
道
長
の
好
意
的
な
態
度
の
描
写
は
史
実
に
な

く
、
敵
対
す
る
関
係
に
あ
っ
た
者
に
対
し
て
も
寛
容
で
優
し
い
と
さ
れ
る
道
長
の
美
質
を
『
栄

花
物
語
』
が
強
調
す
る
た
め
と
も
言
え
る
。
ま
た
巻
七
「
と
り
べ
野
」〔
七
〕〔
八
〕
に
お
い
て
、

多
数
の
和
歌
を
提
示
す
る
こ
と
で
な
さ
れ
る
定
子
の
賛
美
も
、
和
歌
資
料
に
恵
ま
れ
た
偶
然
に

よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
も
見
な
し
得
る
。だ
が
、そ
れ
ら
を
差
し
引
い
て
考
え
た
と
し
て
も
、

方
々
に
よ
る
定
子
へ
の
配
慮
が
丹
念
に
描
か
れ
る
『
栄
花
物
語
』
の
描
写
を
見
れ
ば
、
定
子
は

物
の
怪
に
な
る
と
は
考
え
に
く
い
人
物
造
型
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
扱
い
が
対
照
的
と
も
言
え
る
伊
周
・
定
子
で
あ
り
、

物
の
怪
と
し
て
描
出
さ
れ
な
い
背
景
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
ろ
う
。
伊
周
に
つ
い
て
は
や
は
り
倉

本
氏
の
言
う
よ
う
に
、
怨
霊
化
を
恐
れ
て
と
い
う
あ
た
り
が
妥
当
と
も
思
わ
れ
る
も
の
の
、
今

の
と
こ
ろ
そ
れ
以
上
の
考
察
に
及
ん
で
い
な
い
。
他
方
、
定
子
に
関
し
て
は
い
く
つ
か
の
事
情

を
さ
ら
に
付
け
加
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
量
す
る
。

『栄花物語』における中関白家 ――書かれること、書かれないこと――

―２０４―



道
長

頼
通

子
女
王
（
後
朱
雀
天
皇
中
宮
）

隆
姫

村
上
天
皇

具
平
親
王

（
養
子
）

女

子
女
王

敦
康
親
王

定
子

延
子
（
後
朱
雀
天
皇
女
御
）

脩
子
内
親
王

道
隆

伊
周

女

（
養
子
）

延
子

道
長

頼
宗

第
一
は
、
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
な
が
ら
、
中
宮
・
皇
后
で
あ
っ
た
定
子
の
身
位
と
皇
子
女

の
母
で
あ
る
こ
と
へ
の
敬
意
で
あ
る
。
わ
ず
か
九
歳
で
夭
逝
し
た
�
子
内
親
王
は
別
と
し
て
、

敦
康
親
王
は
一
条
天
皇
の
第
一
皇
子
と
し
て
、
親
王
の
最
高
位
で
あ
る
一
品
と
な
り
式
部
卿
宮

に
任
じ
ら
れ
、
第
一
皇
女
で
あ
る
脩
子
内
親
王
も
ま
た
一
品
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
（
注
14
）。

そ
の
母
后

と
し
て
の
定
子
の
重
み
は
崩
御
後
も
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
。

第
二
は
、
定
子
遺
児
へ
の
彰
子
・
頼
通
、
そ
し
て
詮
子
ら
の
肩
入
れ
で
あ
る
。
巻
八
「
か
か

や
く
藤
壺
」〔
四
〕
で
は
道
長
女
の
彰
子
が
敦
康
親
王
の
養
母
と
な
り
、
愛
育
す
る
こ
と
が
描

か
れ
る
。『
栄
花
物
語
』
記
事
で
は
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
に
位
置
す
る
の
で
あ
る
が
、『
権

記
』
か
ら
は
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
八
月
三
日
に
は
既
に
養
子
関
係
が
成
立
し
て
い
る
こ
と

が
窺
い
知
れ
る
。
さ
ら
に
巻
十
二
「
た
ま
の
む
ら
ぎ
く
」〔
二
六
〕
に
は
、
敦
康
親
王
と
具
平

親
王
女
の
結
婚
の
記
事
が
あ
る
。
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
と
読
め
る
箇
所
に
記
さ
れ
る
が
、

『
御
堂
関
白
記
』
に
よ
れ
ば
、
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
十
二
月
十
日
の
こ
と
で
あ
る
。
敦
康

親
王
室
と
な
っ
た
具
平
親
王
女
の
姉
・
隆
姫
は
、
道
長
の
嫡
男
・
頼
通
の
正
室
で
あ
り
、
こ
れ

に
よ
っ
て
敦
康
親
王
は
頼
通
と
相
婿
と
な
る
。

こ
れ
ら
は
史
実
に
即
し
て
『
栄
花
物
語
』
が
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
に
、
一
条
天
皇
母

后
の
女
院
詮
子
が
、
そ
の
誕
生
時
に
母
定
子
を
失
っ
た
�
子
内
親
王
を
引
き
取
り
愛
育
す
る
さ

ま
を
、
巻
七
「
と
り
べ
野
」〔
一
〇
〕〔
一
五
〕〔
二
二
〕
が
繰
り
返
し
描
く
。
た
だ
し
、
他
の

歴
史
資
料
に
見
え
な
い
も
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
栄
花
物
語
』
が
創
作
し
た
可
能
性
が
か

な
り
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

第
三
は
、
長
じ
た
敦
康
親
王
と
脩
子
内
親
王
の
二
人
が
、
道
長
の
一
家
と
不
可
分
に
関
わ
っ

て
い
る
状
況
で
あ
る
。
こ
れ
は『
栄
花
物
語
』の
続
編
と
な
る
が
、
巻
三
十
四「
暮
ま
つ
ほ
し
」

〔
一
〕
に
、
頼
通
が
敦
康
親
王
の
女
・

子
女
王
を
養
子
と
し
（
注
15
）、

後
朱
雀
天
皇
に
入
内
さ
せ
る

記
事
が
あ
る
。
長
暦
元
年
（
一
〇
三
七
）
時
に
置
か
れ
る
が
、
こ
れ
は
史
実
の
通
り
で
あ
る
。

こ
の
時
点
で
妙
齢
の
実
の
女
が
い
な
い
頼
通
（
注
16
）は

妻
・
隆
姫
の
姪
を
養
女
と
し
、
後
宮
を
押
さ
え

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
巻
二
十
一
「
後
く
ゐ
の
大
将
」〔
一
五
〕
は
、
万
寿
元
年
（
一
〇
二
四
）
三
月
脩
子
内

親
王
の
出
家
記
事
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
脩
子
内
親
王
が
頼
宗
（
道
長
男
）
の
女
・
延
子
を

幼
く
よ
り
養
子
と
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
次
の
系
図
に
示
す
よ
う
に
脩
子
内
親
王

に
と
っ
て
延
子
は
伯
父
の
孫
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
血
縁
に
拠
る
の
で
あ
ろ
う
、『
栄
花

物
語
』
は
こ
の
年
に
延
子
九
歳
ほ
ど
と
記
す
。

さ
ら
に
こ
れ
も
続
編
と
な
る
が
、
巻
三
十
四
「
暮
ま
つ
ほ
し
」〔
三
五
〕
で
は
、
頼
宗
は
延
子

を
養
母
脩
子
内
親
王
の
異
母
弟
・
後
朱
雀
天
皇
に
入
内
さ
せ
る
記
事
が
あ
り
、
史
実
と
齟
齬
す

る
こ
と
な
く
、
長
久
三
年
（
一
〇
四
二
）
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
頼
宗
は
道
長
の
正
室
・
藤

原
倫
子
腹
で
は
な
く
、
源
明
子
を
母
と
す
る
。
入
内
を
見
据
え
、
早
く
か
ら
延
子
を
内
親
王
の

養
女
と
す
る
こ
と
で
箔
づ
け
を
期
し
て
い
た
と
思
し
い
。

こ
う
し
て
『
栄
花
物
語
』
を
定
子
の
残
し
た
敦
康
親
王
・
脩
子
内
親
王
に
着
目
し
て
眺
め
れ

ば
、
中
関
白
家
の
血
筋
は
道
長
一
家
と
絡
み
合
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
な
お
、

敦
康
親
王
は
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
に
二
十
歳
で
薨
去
す
る
が
、
脩
子
内
親
王
は
永
承
四
年

（
一
〇
四
九
）
に
五
十
四
歳
で
薨
去
、

子
女
王
は
長
暦
三
年
（
一
〇
三
九
）
に
二
十
四
歳
で

世
を
去
っ
て
い
る
。『
栄
花
物
語
』
正
編
が
書
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
長
元
二
年
（
一
〇
二
九
）

〜
六
年
（
一
〇
三
三
）
に
脩
子
内
親
王
・

子
女
王
は
生
存
し
て
い
る
の
で
あ
り
、『
栄
花
物

語
』
正
編
の
作
者
が
そ
れ
に
対
し
て
一
定
の
忖
度
を
す
る
の
は
き
わ
め
て
当
然
で
あ
ろ
う
。
物

の
怪
と
し
て
出
現
す
る
定
子
が
『
栄
花
物
語
』
に
描
か
れ
る
こ
と
は
、
実
は
あ
り
得
な
い
こ
と

な
の
で
あ
っ
た
。

結

以
上
、
中
関
白
家
の
人
物
、
特
に
定
子
を
中
心
に
『
栄
花
物
語
』
正
編
の
叙
述
の
特
徴
を
考

察
し
て
み
た
が
、
そ
れ
を
描
く
筆
致
に
は
、
自
ず
か
ら
制
約
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

な
お
付
言
す
れ
ば
、
定
子
周
辺
で
成
立
し
た
『
枕
草
子
』
と
『
更
級
日
記
』
の
関
わ
り
に
つ

い
て
は
、
和
田
律
子
氏
の
論
考
「
頼
通
文
化
世
界
に
お
け
る
『
枕
草
子
』
摂
取
の
一
様
相
―
『
更

小 島 明 子
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級
日
記
』
を
中
心
に
―
（
注
17
）」

が
指
摘
を
な
し
て
い
る
。『
更
級
日
記
』
は
頼
通
文
化
圏
で
書
か
れ

た
も
の
で
あ
り
、
本
稿
で
見
て
き
た
背
景
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
十
分
蓋
然
性
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

そ
う
な
る
と
『
更
級
日
記
』
の
作
者
が
目
に
し
て
い
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
『
枕
草
子
』
で

あ
っ
た
の
か
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
こ
で
伝
能
因
所
持
本
『
枕
草
子
』
奥
書
（
注
18
）の

記
載
が

思
い
起
こ
さ
れ
て
く
る
。

枕
草
子
は
、人
ご
と
に
持
た
れ
ど
も
、ま
こ
と
に
よ
き
本
は
世
に
は
あ
り
が
た
き
物
な
り
。

こ
れ
も
さ
ま
で
は
な
け
れ
ど
、
能
因
が
本
と
聞
け
ば
、
む
げ
に
は
あ
ら
じ
と
思
ひ
て
、
書

き
写
し
て
さ
ぶ
ら
ふ
ぞ
。
…
…
さ
き
の
一
条
院
の
一
品
の
宮
の
本
と
て
見
し
こ
そ
め
で
た

か
り
し
か
、
と
本
に
見
え
た
り
。

「
一
条
院
の
一
品
の
宮
」は
脩
子
内
親
王
で
あ
り
、
こ
こ
に『
枕
草
子
』善
本
が
所
有
さ
れ
て
い
た
（
注
19
）

こ
と
は
自
然
で
あ
る
。
そ
う
し
た
本
が
脩
子
内
親
王
か
ら
養
女
の
延
子
に
伝
わ
り
、
さ
ら
に
延

子
の
父
・
頼
宗
や
そ
の
異
母
兄
・
頼
通
の
文
化
圏
に
お
い
て
享
受
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
方
、『
枕
草
子
』
の
物
語
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
高
田
祐
彦
氏
が
「
そ
れ
ほ
ど
大
き
な

も
の
で
は
な
い
」
と
ま
と
め
て
い
た
（
注
20
）。

し
か
し
、『
栄
花
物
語
』
巻
七
「
と
り
べ
野
」〔
三
〕
の

以
下
の
記
事
は
看
過
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

内
裏
わ
た
り
に
は
五
節
、
臨
時
の
祭
な
ど
う
ち
つ
づ
き
、
今
め
か
し
け
れ
ば
、
そ
れ
に
つ

け
て
も
、
昔
忘
れ
ぬ
さ
べ
き
君
達
な
ど
参
り
つ
つ
、
女
房
た
ち
と
も
物
語
し
つ
つ
、
五
節

の
所
ど
こ
ろ
の
有
様
な
ど
言
ひ
語
る
に
つ
け
て
も
、
清
少
納
言
な
ど
出
で
あ
ひ
て
、
少
々

の
若
き
人
な
ど
に
も
勝
り
て
を
か
し
う
誇
り
か
な
る
け
は
ひ
を
、
な
ほ
捨
て
が
た
く
お
ぼ

え
て
、
二
三
人
づ
つ
つ
れ
て
ぞ
つ
ね
に
参
る
。

長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
出
産
間
際
の
定
子
を
描
く
記
事
の
間
に
挟
み
込
ま
れ
た
こ
の
一
節
に

つ
い
て
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』の
頭
注
は
、「
中
関
白
家
没
落
後
を
描
い
た『
枕
草
子
』

諸
段
の
明
る
い
色
調
と
通
じ
る
点
は
興
味
深
い
」
と
さ
れ
る
。『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
『
枕

草
子
』
の
摂
取
を
今
一
度
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
必
要
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
も
あ
れ
、「
書
か
れ
る
こ
と
」「
書
か
れ
な
い
こ
と
」
の
峻
別
は
中
関
白
家
の
描
出
に
固
有

の
問
題
で
は
な
か
ろ
う
。
作
り
物
語
で
も
あ
る
程
度
起
こ
り
得
る
の
で
は
あ
る
が
、
実
在
の
人

物
を
物
語
化
し
、
そ
の
子
孫
た
ち
が
読
者
の
一
人
と
な
る
『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
は
そ
れ
が

一
層
切
実
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
如
上
の
視
点
を
持
ち
つ
つ
、
今
後
さ
ら
に
『
栄
花
物
語
』

の
読
解
を
深
め
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
。

注

（
1
）
和
田
英
松
「
榮
華
物
語
研
究
」（『
国
史
説
苑
』
明
治
書
院
、
一
九
三
九
年
、
初
出
一
九

二
八
年
）。

（
2
）
道
長
は
巻
二
に
も
登
場
す
る
が
、
そ
こ
で
は
兄
の
道
隆
・
道
兼
と
合
わ
せ
て
三
人
一
括

で
常
に
「
君
達
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
加
藤
静
子
『
王
朝
歴
史
物
語
の
生
成
と
方
法
』

（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
Ⅰ－

第
二
章
（
初
出
は
一
九
九
九
年
）
が
指
摘
す
る
。

（
3
）『
栄
花
物
語
』
の
本
文
は
、
山
中
裕
・
秋
山

・
池
田
尚
隆
・
福
長
進
校
注
『
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集

栄
花
物
語
①
〜
③
』（
小
学
館
、
一
九
九
五
〜
九
八
年
）
に
よ
る
。

一
部
表
記
を
私
に
書
き
換
え
、
人
物
関
係
を
わ
か
り
や
す
く
提
示
す
る
た
め
、
本
文
に

（＝

◯人
◯名
）
の
か
た
ち
で
注
記
を
挿
入
し
た
箇
所
が
あ
る
。
な
お
、
引
用
に
あ
た
っ
て

同
書
の
章
段
番
号
を
〔

〕
に
入
れ
て
提
示
し
た
。

（
4
）『
増
鏡
』
本
文
は
大
き
く
古
本
系
と
増
補
系
に
分
け
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
古
本
系
に

よ
っ
て
考
察
し
た
。
本
文
系
統
に
つ
い
て
は
拙
著
『
中
世
宮
廷
物
語
文
学
の
研
究
―
歴

史
と
の
往
還
―
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）
で
論
じ
て
い
る
。

（
5
）
池
田
節
子
『
紫
式
部
日
記
を
読
み
解
く
―
源
氏
物
語
の
作
者
が
見
た
宮
廷
社
会
―
』（
臨

川
書
店
、
二
〇
一
七
年
）
第
二
章
、
中
村
成
里
「『
栄
花
物
語
』
諸
本
と
『
紫
式
部
日

記
』
―
彰
子
出
産
記
事
再
読
―
」（『
日
本
文
学
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
六
号
、
二
〇
一
八

年
六
月
）、
加
藤
静
子
・
曾
和
由
記
子
「『
栄
花
物
語
』
と
『
紫
式
部
日
記
』
の
あ
い
だ

―
学
習
院
本
が
ひ
ら
く
、「
初
花
」
巻
の
新
た
な
読
み
―
」（『
藤
原
彰
子
の
文
化
圏
と

文
学
世
界
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
八
年
十
月
）、
山
本
淳
子
「
敦
成
親
王
誕
生
時
の

「
御
物
怪
」記
事
―『
紫
式
部
日
記
』と『
栄
花
物
語
』、
各
々
の
意
図
―
」（
同
前
著
）。

（
6
）
本
文
の
引
用
は
、
藤
岡
忠
美
・
中
野
幸
一
・
犬
養
廉
・
石
井
文
夫
校
注
『
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集

和
泉
式
部
日
記
・
紫
式
部
日
記
・
更
級
日
記
・
讃
岐
典
侍
日
記
』（
小

学
館
、
一
九
九
四
年
）
に
よ
る
。

（
7
）
本
文
の
引
用
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
記
録

小
右
記
』（
岩
波
書

店
、
一
九
五
九
〜
一
九
八
六
年
）
に
よ
り
、
私
に
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

（
8
）
本
文
の
引
用
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
記
録

御
堂
関
白
記
』（
岩

波
書
店
、
一
九
五
二
〜
一
九
五
四
年
）
に
よ
り
、
私
に
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

（
9
）
近
年
、
山
本
淳
子
論
文
「
藤
原
道
長
の
和
歌
「
こ
の
世
を
ば
」
新
釈
の
試
み
」（『
国
語

国
文
』
八
七
巻
八
号
、
二
〇
一
八
年
八
月
）
が
道
長
の
歌
に
つ
い
て
、
君
臣
和
楽
の
意

味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
が
、『
栄
花
物
語
』
作
者
や
そ
の
読
者
に
は

そ
の
よ
う
に
は
享
受
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

『栄花物語』における中関白家 ――書かれること、書かれないこと――

―２０６―



（
10
）
史
実
で
は『
栄
花
物
語
』と
異
な
る
こ
と
は
、
倉
本
一
宏『
平
安
朝

皇
位
継
承
の
闇
』

（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
第
四
章
に
詳
し
い
。

（
11
）
柴
田
美
穂
「『
栄
花
物
語
』
藤
原
伊
周
考
」（『
皇
学
館
論
叢
』
三
十
二
巻
三
号
、
一
九

九
九
年
六
月
）、
伊
神
絵
里
「
大
鏡
の
逸
話
―
伊
周
の
左
遷
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
古
代

文
学
研
究

第
二
次
』
八
号
、
一
九
九
九
年
十
月
）、
安
藤
靖
治
「
中
関
白
家
鎮
魂
譜

（
抄
）
―
諸
書
に
描
か
れ
る
、
主
と
し
て
伊
周
・
定
子
像
の
位
相
か
ら
―
」（『
麗
沢
大

学
紀
要
』
八
一
巻
、
二
〇
〇
五
年
十
二
月
）、
安
藤
靖
治
「
同
前
（
そ
の
㈡
）」（『
麗
沢

大
学
紀
要
』
八
三
巻
、
二
〇
〇
六
年
十
二
月
）
な
ど
。

（
12
）
平
安
時
代
の
物
の
怪
に
つ
い
て
は
、
藤
本
勝
義
『
源
氏
物
語
の
〈
物
の
怪
〉』（
笠
間
書

院
、
一
九
九
四
年
）
が
詳
し
い
。
ま
た
定
子
の
物
の
怪
に
つ
い
て
は
、
山
本
淳
子
論
文

「
敦
成
親
王
誕
生
時
の
「
御
物
怪
」
記
事
―
『
紫
式
部
日
記
』
と
『
栄
花
物
語
』、
各
々

の
意
図
―
」（
注
（
5
）
と
同
）
が
考
察
し
て
い
る
。

（
13
）『
藤
原
伊
周
・
隆
家
―
禍
福
は
糾
え
る
纏
の
ご
と
し
―
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一

七
年
）。

（
14
）
敦
康
親
王
、
脩
子
内
親
王
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
下
玉
利
百
合
子
『
枕
草
子
周
辺
論

続
編
』（
笠
間
書
院
、
一
九
九
五
年
）（
初
出
は
一
九
八
六
年
）、
近
藤
み
ゆ
き
『
古
代

後
期
和
歌
文
学
の
研
究
』（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）
第
三
章
第
一
節
（
初
出
は
一

九
八
八
年
）
が
詳
し
い
。

（
15
）
平
安
時
代
の
養
女
に
つ
い
て
は
倉
田
実
『
王
朝
摂
関
期
の
養
女
た
ち
』（
翰
林
書
房
、

二
〇
〇
四
年
）
が
網
羅
的
に
検
討
を
な
し
て
い
る
。

（
16
）
頼
通
の
実
の
女
・
寛
子
は
長
元
九
年
（
一
〇
三
六
年
）
生
で
こ
の
年
わ
ず
か
二
歳
。
寛

子
は
、
永
承
五
年
（
一
〇
五
〇
年
）
に
後
朱
雀
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
後
冷
泉
天
皇
に
入

内
す
る
。

（
17
）『
古
代
中
世
文
学
論
考
』（
二
十
九
集
、
二
〇
一
四
年
四
月
）。
な
お
、『
更
級
日
記
』
の

『
栄
花
物
語
』
受
容
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
更
級
日
記
』
と
『
栄
花
物
語
』」（『
語
文

と
教
育
』
三
十
一
号
、
二
〇
一
七
年
九
月
）
に
お
い
て
検
討
し
て
い
る
。

（
18
）
本
文
は
、
松
尾
聰
・
永
井
和
子
校
注
『
日
本
古
典
文
学
全
集
枕
草
子
』（
小
学
館
、
一

九
七
四
年
）
に
よ
る
。

（
19
）
高
橋
由
記
「
脩
子
内
親
王
の
文
化
圏
―
『
枕
草
子
』
の
善
本
所
蔵
に
関
連
し
て
―
」（『
大

妻
国
文
』
四
四
号
、
二
〇
一
三
年
三
月
）
に
関
連
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
20
）
枕
草
子
研
究
会
編
『
枕
草
子
大
事
典
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）
第
二
章
「
作
者

と
作
品
」
Ⅱ－

4
「
作
品
へ
の
影
響
」
の
Ｃ
「
物
語
」。

小 島 明 子
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The Nakano Kanpaku Family in Eiga Monogatari:
What is Written and What is Not Written

KOJIMA Akiko

Eiga Monogatari is a tale that depicts the story of Fujiwara no Michinaga in detail as he wielded his political

power and ushered in extreme prosperity. However, the background of the tale also contains vivid descriptions of

people sinking into despair after being defeated by Michinaga. This is represented by the ‘Nakano Kanpaku

family’, namely, the family of Michinaga’s eldest brother, Michitaka. There are a considerable number of accounts

that depict Michitaka’s sons, Korechika and Takaie, in particular, as well as Michitaka’s daughter, Teishi, who

became the Empress to Emperor Ichijo and the Imperial prince and princesses that Teishi gave birth to; it can be

perceived that the author of Eiga Monogatari was greatly interested in the Nakano Kanpaku family.

This paper extracts and analyses the depiction of the Nakano Kanpaku family in Eiga Monogatari and clarifies

the characteristics that can be found in the descriptions therein. Moreover, there are areas in Eiga Monogatari

where accounts thought to have been written in relation to this family are missing, and I also include a study of

the possible intentions behind this aspect. By considering both ‘what is written’ and ‘what is not written’ in

relation to the Nakano Kanpaku family, I attempt to bring an orientation of the historical descriptions of Eiga

Monogatari to the surface.

―２０８―
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